
「鳥取県パートナー県政推進会議」 では、
県⺠の皆さまの県政への参画によって鳥取県を創っていくため、県⺠と県
政との協働のあり⽅、今後の⾏政や地域における課題や対応策などにつ
いて皆さまと意⾒交換を⾏っています。
この会議に参画いただく委員を募集しますので、ぜひご応募ください︕

１ 募集人数
・一般委員 2名程度 ・学生委員 ４名程度（⾼校生・⼤学生等）

２ 応募資格
次の条件を全て満たす⽅
・会議に参加できる（年２回程度）
・過去に当該委員に就任していない
・令和8年6⽉以降に県の附属機関の委員に就任している予定がない
・国、地方公共団体の職員又は議員ではない
・県内在住、在勤又は在学中である高校生以上
・⿃取県暴⼒団排除条例（平成23年⿃取県条例３号）に規定する暴⼒団員等ではない

３ 応募・選考⽅法
・裏⾯の応募⽤紙にご記⼊の上、郵送、ファクシミリ、電⼦メール、直接持参などによりお申込みください。
また、「とっとり電⼦申請サービス」のWEB申込フォームからお申込みいただくこともできます。
→ https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20925
・応募書類を審査の上、決定します。書類審査を通過した応募者が多数の場合は、抽選で決定します。
・結果については、応募された方全員に郵送によりご連絡します。

４ 募集期間
令和８年４⽉２２⽇（⽔）〜 令和８年５⽉１５⽇（⾦）必着

５ その他
・県の規定により、報償費、旅費を支給します。
・委員の任期は令和9年3⽉31日までとします。
・応募書類等は返却しません。また、応募に際して提出された情報は、この会議の委員選考、会議の実施に必要な
書類の作成のみに使⽤し、それ以外の目的に使⽤しません。
・会議は公開で⾏いますので、会議の発⾔内容は全て公開するとともに、会議の様⼦は撮影し、ホームページ等に
公開する場合があります。

◆パートナー県政推進会議とは◆
○役 割 県⺠と県政との協働のあり⽅、今後の⾏政や地域における課題や対応策などについて意⾒交換を⾏う。
○委員の構成 20名程度（様々な分野で地域活動等をされている⽅など）
○会議の開催 年1回程度（基本的に土⽇・2時間程度）

【R7実績】 1⽉25日（日） 大雪により書⾯開催
【R6実績】 12⽉14日（土） 午前10時から正午まで
※詳細は、県のホームページ・とりネット（https://www.pref.tottori.lg.jp/220995.htm）をご参照ください。

【応募・お問合せ先】
⿃取県地域社会振興部県⺠課

〒680-8570 ⿃取市東町１－２２０
電話︓ 0857-26-7751 ファクシミリ︓ 0857-26-8112 電⼦メール︓kenmin@pref.tottori.lg.jp

鳥取県パートナー県政推進会議
★ 委 員 募 集 ★R8

⿃取県 パートナー県政 で検索︕

WEB申込フォームはコチラから

◆募集内容◆



【応募先】⿃取県地域社会振興部県⺠課
郵送先 〒680-8570 ⿃取市東町1-220
ﾌｧｸｼﾐﾘ 0857-26-8112 電⼦メール kenmin@pref.tottori.lg.jp

〒住 所

（ふりがな）
氏 名

昭和・平成・⻄暦 年 ⽉ 日生年⽉日

（⾃宅）
電話番号

（携帯）
メールアドレス

会社員 ⾃営業・家族従事 会社役員 農林⽔産業 パート・アルバイト
学生（学校学部名︓ 学年︓ ）
無職 その他（ ）

職 業 等

令和８年度鳥取県パートナー県政推進会議委員 応募用紙

※応募資格の確認（以下に当てはまることを確認し、チェックボックスに✓を記⼊してください）
□ 会議に参加できる（年１回程度）
□ 過去に⿃取県パートナー県政推進会議委員に就任していない
□ 令和8年6⽉以降に県の附属機関の委員に就任している予定がない
□ 国、地方公共団体の職員又は議員ではない
□ 県内在住、在勤又は在学中である高校生以上
□ ⿃取県暴⼒団排除条例（平成23年⿃取県条例３号）に規定する暴⼒団員等ではない

◎応募動機について
400字以内でご記載ください
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必着


